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岡山県県民生活部人権･男女共同参画課  

（ 制 定 ） 令 和 2 年 ３ 月 ３ 日       

（ 改 定 ） 令 和 ６ 年 ２ 月 ２ ８ 日 

（ 改 定 ） 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 

 

おかやまＵＤアンバサダー登録制度実施要領 

(目的) 

第１条 岡山県が推進する「すべての県民が明るい笑顔で暮らす岡山」を目指して、ＵＤ

（ユニバーサルデザイン）の考え方や県内における取組事例などをより多くの県民に

発信することができる「おかやまＵＤアンバサダー（魅力発信大使）」を登録し、おか

やまＵＤアンバサダーが最新のＵＤ情報やそれぞれの活動状況を共有することによっ

て、県民主体の活動の輪をさらに広げることを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要領における用語の定義は、次に定めるところによる。 

（１）「おかやまＵＤアンバサダー」とは、おかやまユニバーサルデザイン推進指針（平

成１６年３月制定）に基づき、各種講座やＳＮＳなど様々な場においてより多くの

県民にＵＤの魅力を発信する志を持った者で、別紙「おかやまＵＤアンバサダー登

録者名簿（以下「登録者名簿」という。）」に記載された者を指す。 

（２）「おかやまＵＤジュニアアンバサダー」とは、おかやまＵＤアンバサダーのうち

１８歳未満の者を指す。 

（３）「受託事業者」とは、県が実施するユニバーサルデザイン協働のパートナー事業

を受託する事業者を指す。 

（４）「県等」とは、県及び受託事業者を指す。 

（対象者） 

第３条 おかやまＵＤアンバサダーの登録の対象者は、次の各号のいずれかに該当する

者とする。 
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（１）登録を希望する年度の前の年度において、県等が開催するおかやまＵＤアンバサ

ダー養成講座のうち３回以上受講した者 

（２）平成１８～２０年度に県が開催したＵＤカレッジを受講してＵＤリーダーの資格

を取得し、かつ登録を希望する年度の前の年度において県が指定する更新講座を受

講した者 

（登録の方法） 

第４条 おかやまＵＤアンバサダーとして登録を申請する者（以下「申請者」という。）

は、「おかやまＵＤアンバサダー登録・更新申請書（様式第１号）」及び「おかやまＵＤ

アンバサダー登録（承諾）票（様式第２号）」を受託事業者に提出するものとする。な

お、おかやまＵＤジュニアアンバサダーの登録の申請に際しては、保護者の同意を得

るものとする。 

２ 受託事業者は、前項により提出された書類（以下「申請書類」という。）を受理した

ときは、内容について審査し、適当と認めたときは登録者名簿を作成して申請書類と

ともに知事へ提出する。 

３ 知事は、前項により提出された申請書類及び登録者名簿の内容を確認の上、適当と

認めたときは当該申請者をおかやまＵＤアンバサダーとして認定し、「おかやまＵＤア

ンバサダー登録証（様式第３号）（以下「登録証」という。）」を発行し受託事業者に送

付する。 

４ 受託事業者は、前項で送付された登録証を当該申請者に交付する。 

（登録事項の変更） 

第５条 前条により登録者名簿に記載された者（以下「登録者」という。）は、同条第１

項で提出した「おかやまＵＤアンバサダー登録（承諾）票（様式第２号）」に記載した

内容に変更が生じた場合は、速やかに「おかやまＵＤアンバサダー登録事項変更届（様

式第４号）」により受託事業者へ届け出なければならない。 

２ 受託事業者は、前項の規定による届出があったときは、登録者名簿の内容（当該届出
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に係る部分に限る。）を変更の上、知事に報告するものとする。 

（登録の有効期間） 

第６条 おかやまＵＤアンバサダー登録の有効期間は、第４条第３項により知事がおか

やまＵＤアンバサダーに認定した日が属する年度の３月３１日までとする。ただし、

次条により登録者が登録の更新の手続きをし、知事がこれを適当と認めたときは、登

録の有効期間は１年間延長されるものとする。 

（登録の更新） 

第７条 登録の更新を受けようとする登録者は、県が指定する更新講座を受講し、「おか

やまＵＤアンバサダー登録・更新申請書（様式第１号）」を受託事業者に提出しなけれ

ばならない。 

２ 第４条第２項から第４項までの規定は、登録の更新について準用する。 

（登録の辞退） 

第８条 登録者は、その登録を辞退しようとするときは、速やかに「おかやまＵＤアンバ

サダー登録辞退申請書（様式第５号）」を受託事業者に提出しなければならない。 

２ 受託事業者は、前項の規定による提出があったときは、登録者名簿から当該登録者

を削除した上で登録証を回収し、知事に報告するものとする。 

（登録の取消） 

第９条 知事は、登録者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その登録を

取り消すことができる。 

（１）第３条に揚げる要件を満たさないことが判明した場合 

（２）偽りその他不正な手段による登録が判明した場合 

（３）第１３条に掲げる責務及び遵守事項に反した場合 

（４）県民に不利益を与える等の不当行為、その他おかやまＵＤアンバサダーとして不

適当と認められる事由が判明した場合 

（５）その他知事が認める場合 
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２ 知事は、前項により登録を取り消したときは、受託事業者に登録を取り消した旨を

通知するものとする。 

３ 受託事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、登録者名簿から当該登録者

を削除した上で登録証を回収するものとする。 

（再登録） 

第１０条 前条により登録を取り消された登録者は、登録削除の日から１年間は再登録

を申請することができない。なお、知事が特に認めた場合はこの限りでない。 

２ 知事は、登録取り消しの理由に応じ、再度同様な事態になる恐れがあると考えられ

る場合は、再登録を認めないことができる。 

（個人情報の取扱い） 

第１１条 県等は、第４条から前条までにより登録者が提出した書類から知り得た情報

（以下「個人情報」という。）を岡山県個人情報保護条例に基づいて取り扱うこととし、

主に次の目的で利用する。 

（１）おかやまＵＤアンバサダー養成講座の開催案内を送付するため 

（２）おかやまＵＤアンバサダーとして講座での登壇を依頼するため 

（３）おかやまＵＤアンバサダーとしての活動に係る資料を送付するため 

２ 県等は、個人情報のうち登録者が公表することを承諾した登録項目に限り、県ホー

ムページへの掲載等により公表する。 

３ 県等は、第5条第２項により登録者名簿の内容を変更したとき又は第 8条第 2項及

び第 9 条により登録者名簿から当該登録者を削除したときは、県ホームページへの掲

載等についても変更又は削除するものとする。 

４ 県等は、申請書類及び個人情報について、当該登録者に係る登録の有効期間が満了

した日から５年間保管した後、適正に処分する。 

（費用負担） 

第１２条 知事は、登録者が行う講座やＳＮＳを使った発信等、ＵＤの啓発活動に要す
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る費用については、これを負担しない。 

（登録者の責務） 

第１３条 登録者は、講座やＳＮＳを使った発信等、ＵＤの啓発活動を行うに際して、次

の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１）ＵＤの最新情報の収集に努め、自分の思い込みや誤った情報を伝えないこと。 

（２）特定の個人・団体・企業等を中傷、攻撃しないこと。 

（３）ＳＮＳ等で画像や動画を使った情報発信を行うときは、事前に承諾を得た上で撮

影し、背景に映り込む人の顔・社屋看板等にも十分配慮すること。 

（４）おかやまＵＤアンバサダーとして活動するときはもちろん、日常生活においても

ＵＤマインド（優しい想像力）を心がけること。 

（活動状況の徴求等） 

第１４条 県等は、登録者が行う講座やＳＮＳ等による普及啓発の内容について、登録

者に対し活動状況の報告を求め、必要に応じて調査・指導を行うことができる。 

（その他） 

第１５条 県等は、この要領に基づく登録者に対しておかやまＵＤアンバサダー養成講

座等への登壇の機会を保証するものではない。 

（雑則） 

第１６条 この要領に定めるもののほか、運用に関し必要な事項は知事が別に定める。 


